
1
申
請
書

４
月
30
日
に
給
付
対
象
者
の

「
世
帯
主
」
あ
て
に
郵
便
で
発
送

し
ま
し
た
。
子
育
て
応
援
特
別
手

当
に
つ
い
て
は
、
本
市
の
住
民
基

本
台
帳
を
基
に
、
給
付
対
象
と
な

る
世
帯
の
み
、
定
額
給
付
金
と
共

通
の
申
請
書
を
発
送
し
ま
し
た
。

対
象
者
・
受
給
者
と
給
付
額

は
、
右
表
の
通
り
で
す
。

2
申
請
方
法

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
市
の
窓
口
で
も
受
け

付
け
ま
す
が
、
窓
口
が
混
雑
す
る

恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ

く
郵
送
で
の
申
請
を
お
願
い
し
ま

す
。申

請
書
に
は
、
申
請
者
本
人
確

認
の
た
め
、
公
的
機
関
発
行
の
身

分
証
明
書
お
よ
び
振
込
口
座
名
義

人
の
通
帳
の
写
し
を
添
付
し
て
く

だ
さ
い
。

■
申
請
の
代
理
が
で
き
る
人

▽
世
帯
主
と
同
一
世
帯
の
父
母
・

配
偶
者
・
子
・
同
居
人
・
生
計
を

と
も
に
し
て
い
る
外
国
人
。
別
世

帯
の
人
は
代
理
申
請
は
で
き
ま
せ

ん
。

▽
法
律
の
規
定
に
基
づ
い
て
代
理

権
が
与
え
ら
れ
た
法
定
代
理
人

（
世
帯
主
と
の
関
係
が
分
か
る
証

6

◎授産品販売所「わく・わくショップＵ」がオープン 5月22日(金)から市庁舎1階市民ホールに市内の
障がい者施設で作られた授産品の販売所を開設します。障がいのある人が丹精込めて製作した手提げバッ
グ・財布などの「工芸品」、コースター・石鹸

せっけん

などの「日用品」のほか、パンやクッキーなど日替わりに
よる「食料品」を販売します。ぜひ、ご来店ください。▽営業時間　月～金曜日（祝休日を除く）午前
10時～午後３時。Á障がい福祉課1(632)2229

本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

定額給付金・子育て応援特別手当

5月7日から申請受付開始

定額給付金・子育て応援特別手当

5月7日から申請受付開始

　4月30日、定額給付金と子育て応援特別手当の申請書を郵送しました。 
　給付方法は、原則、口座振込になります。 

申請から給付までの流れ申請から給付までの流れ
①申請書の郵送（4月30日） 

②申請書の記載・提出（郵送・窓口） 

③申請書の受付④決定通知の郵送 

⑤給付（口座振込・現金給付） 

市  

役  

所 

市
民
の
皆
さ
ん

市
民
の
皆
さ
ん 

市  

役  

所 

市
民
の
皆
さ
ん 

定額給付金 子育て応援特別手当

基準日 平成21年2月1日。

給付

対象者

基準日において、¡ま
たは™のいずれかに該
当する人。
¡市内に住民登録して
いる。
™外国人登録原票に登
録されている（不法滞
在者および短期滞在の
在留資格で在留する人
は対象外）。

左記の定額給付金給付
対象者に該当する人で、
平成14年4月2日から平
成17年4月1日までに生
まれ、18歳（平成2年4
月2日以降に出生）以
下の子から数えて、第
2子以降の子。

申請・

受給者

給付対象者が属する世帯
の世帯主（外国人につい
ては、各給付対象者）。

給付対象者となる子が
属する世帯の世帯主。

給付額

給付対象者1人に付き
12,000円。
ただし､基準日におい
て65歳以上および18歳
以下の人は20,000円。

給付対象となる子1人
に付き36,000円。



明
書
の
提
出
・
提
示
が
必
要
。）

▽
そ
の
他
の
代
理
申
請
に
つ
い
て

は
、
定
額
給
付
金
申
請
相
談
専
用

ダ
イ
ヤ
ル
1(

632)

７
４
９
２
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

3
申
請
受
付
（
郵
送
ま
た
は
窓
口

申
請
）

■
郵
送
申
請
受
付

▽
期
間
　
５
月
７
日
〜
11
月
９

日
（
消
印
有
効
）。

■
窓
口
申
請
受
付

▽
期
間
　
５
月
７
日
〜
11
月
９

日
。

▽
場
所
・
時
間

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル
　
平

日
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７

時
、
土
・
日
曜
日
＝
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
（
土
・
日
曜
日
は
５
月

中
の
み
の
開
設
）。

各
地
域
自
治
セ
ン
タ
ー
・
地
区
市

民
セ
ン
タ
ー
・
出
張
所
、
田
原
・

岡
本
事
務
所
　
平
日
＝
午
前
８
時

30
分
〜
午
後
５
時
15
分
。
バ
ン

バ
出
張
所
の
み
、
平
日
午
前
10

時
〜
午
後
７
時
。

※
日
本
語
が
話
せ
な
い
外
国
人

は
、
国
際
交
流
協
会
1(

616)

１
５

６
３
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

4
交
付
決
定
通
知
書
兼
支
払
通
知

書
の
発
送

申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
人
あ
て

に
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
。
通
知

書
に
記
載
し
た
給
付
額
や
振
込
予

定
日
な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

現
金
給
付
の
人
は
、
給
付
額
・
給

付
日
時
・
給
付
場
所
を
記
載
し
て

い
ま
す
。

5
給
付

■
口
座
振
込

申
請
書
に
記
載
さ

れ
た
指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま

す
。

■
現
金
給
付

金
融
機
関
の
口
座

が
な
い
な
ど
、
振
り
込
み
に
よ
る

給
付
が
困
難
な
人
が
対
象
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
申
請
当
日
の
支
払

い
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
日
時
　
交
付
決
定
通
知
書
兼
支

払
通
知
書
で
指
定
し
た
日
時
。

▽
場
所
　
交
付
決
定
通
知
書
兼
支

払
通
知
書
で
指
定
し
た
場
所
（
市

役
所
本
庁
舎
）。

■
給
付
時
期

口
座
振
込
、
現
金

給
付
と
も
申
請
受
付
か
ら
１
〜
２

カ
月
後
。

7

質
問
　
２
月
２
日
以
降
に
市
外
か

ら
転
入
し
た
の
で
す
が
、
申
請
書

が
届
き
ま
せ
ん
。

答
え

平
成
21
年
２
月
１
日
現

在
の
住
民
登
録
ま
た
は
外
国
人
登

録
原
票
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
居

住
地
の
市
区
町
村
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

質
問
　
申
請
書
を
紛
失
し
て
し
ま

っ
た
の
で
す
が
ど
う
し
た
ら
よ
い

で
す
か
？

答
え

申
請
書
を
送
付
し
た
市
区

町
村
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

質
問
　
申
請
書
の
書
き
方
が
分
か

り
ま
せ
ん
。

答
え

定
額
給
付
金
申
請
相
談
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
1(

632)

７
４
９
２
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

質
問
　
２
月
２
日
以
降
に
、
結
婚

や
離
婚
を
し
た
人
は
？

答
え

婚
姻
届
や
離
婚
届
に
関
係

な
く
、
２
月
１
日
現
在
の
住
民
登

録
ま
た
は
外
国
人
登
録
原
票
の
登

録
の
あ
る
世
帯
主
が
家
族
分
を
ま

と
め
て
申
請
・
受
給
す
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

質
問

子
育
て
応
援
特
別
手
当
に

つ
い
て
、
第
１
子
が
別
居
し
て
い

る
場
合
ど
う
な
る
の
で
す
か
？

答
え

支
給
対
象
と
な
る
子
と
第

１
子
が
同
一
の
人
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
場
合
、
手
当
の
給
付
対
象
と

な
り
ま
す
。
扶
養
を
確
認
す
る
た

め
、
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
の

写
し
を
添
付
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。こ

の
場
合
、
申
請
書
は
郵
送
さ

れ
ま
せ
ん
の
で
、
定
額
給
付
金
申

請
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
1(

632)

７

４
９
２
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

質
問
　
振
込
指
定
の
金
融
機
関

は
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
で
も
可
能
で

す
か
？

答
え

可
能
で
す
。
た
だ
し
、
ゆ

う
ち
ょ
銀
行
以
外
の
銀
行
よ
り
も

入
金
ま
で
の
日
数
が
長
く
な
り
ま

す
。

質
問
　
定
額
給
付
金
と
子
育
て
応

援
特
別
手
当
は
課
税
対
象
で
す

か
？

答
え

定
額
給
付
金
は
非
課
税
で

す
が
、
子
育
て
応
援
特
別
手
当
は

所
得
税
・
個
人
住
民
税
上
の
取
り

扱
い
が
一
時
所
得
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
れ
に
は
50
万
円
の

特
別
控
除
額
が
あ
る
た
め
、
ほ
か

に
一
時
所
得
が
な
い
場
合
に
は
、

課
税
さ
れ
ま
せ
ん
。

DV被害者への給付について

平成21年2月1日現在、本市に居住しなが

らも住民基本台帳に登録できないＤＶ被害

者への給付の詳細については、男女共同参

画課�(632)2343へお問い合わせください。

｢振り込め詐欺｣や｢個人情報の詐取｣
にご注意を

「定額給付金」や
「子育て応援特別手当」

の給付のために、市や国などがＡＴＭ
（銀行・コンビニエンスストアなどの現
金自動預払機）の操作をお願いするこ

とは、絶対にありません。
自宅や職場などに、そのような電話がか

かってきたら、市消費生活センター
1(616)1547や最寄りの警察署へご連絡く
ださい。

注意！ 注意！ 注意！ 

定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援
特
別
手
当

定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援
特
別
手
当

定
額
給
付
金
・
子
育
て
応
援
特
別
手
当

Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
＆
Ａ

質
問
質
問 

答
え
答
え 

質
問 

答
え 

定額給付金・子育て応援特別手当につ

いてのお問い合わせは、

定額給付金申請相談専用ダイヤル

1(632)7492

特
集
�


